


は じ め に

近年、硝酸性窒素による地下水汚染が全国的に問題となっています。本県でも一部の

地域で地下水中の硝酸性窒素濃度が高い井戸が多く見られるところですが、硝酸性窒素

を高濃度に含む井戸水を摂取すると、乳幼児等の健康に影響があることが指摘されてい

ます。

このため、県では、これまで、地域の環境保全や県民の皆様の健康、安全・安心とい

う観点から各種の調査や対策等の取組みを進めてきたところです。

荒尾地域におきましては、県や荒尾市等の地下水質調査の結果、農業活動や生活排水

等に起因する硝酸性窒素汚染が見られることから、これを計画的に改善していくため、

県では環境生活部、健康福祉部、農政部や玉名地域振興局及び研究機関等が連携すると

ともに、荒尾市や地域の方々と協力して硝酸性窒素負荷量の削減計画を策定することと

したものです。

本計画の推進には、住民の皆様をはじめ関係者の方々の御理解と御協力が必要であり、

荒尾地域の水環境がより一層改善され、豊かな郷土作りを進めるため、パートナーシッ

プのもとに手を取りあい、硝酸性窒素による地下水汚染問題の解決に向けて努めて参り

ますので、より一層の御理解と取組みへの積極的な参画をお願いいたします。

最後に、本計画策定にあたり御指導を賜りました学識者の方々をはじめ関係者の皆様

に心からお礼申し上げます。

平成１５年３月

熊本県環境生活部長 髙 本 信 治
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